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係にあるものを除く。）に対して、診療状況を示す文書を添えてその実施を依頼した場合

には、次のように取り扱うものとする。（「Ｂ００９」診療情報提供料(Ⅰ)の(５)から

(７)までを参照。） 

ア Ｂ保険医療機関が単に検査又は画像診断の設備の提供にとどまる場合 

Ｂ保険医療機関においては、診療情報提供料、初診料、検査料、画像診断料等は算定

できない。なお、この場合、検査料、画像診断料等を算定するＡ保険医療機関との間で

合議の上、費用の精算を行うものとする。 

イ Ｂ保険医療機関が、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受けた場合 

Ｂ保険医療機関においては、初診料、検査料、画像診断料等を算定できる。 

(17) 乳幼児加算 

初診料を算定しない場合には、特に規定する場合を除き、「注６」の乳幼児加算は、算

定できない。 

(18) 時間外加算 

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一

定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前８

時前と午後６時以降（土曜日の場合は、午前８時前と正午以降）及び休日加算の対象と

なる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。 

ただし、午前中及び午後６時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準による

ことが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間

外として取り扱うものとする。 

イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の

態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療を行っているときは、時間外の取扱いと

はしない。 

ウ 保険医療機関は診療時間を分かりやすい場所に表示する。 

エ 時間外加算は、保険医療機関の都合（やむを得ない事情の場合を除く。）により時間

外に診療が開始された場合は算定できない。 

オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・

早朝等加算については、算定しない。 

(19) 休日加算 

ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律

第 178 号）第３条に規定する休日をいう。なお、１月２日及び３日並びに 12 月 29 日、3

0 日及び 31 日は、休日として取り扱う。 

イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする。 

(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次

に掲げる保険医療機関を受診した患者 

① 地域医療支援病院 

② 救急病院等を定める省令（昭和 39 年厚生省令第８号）に基づき認定された救急

病院又は救急診療所 

③ 「救急医療対策の整備事業について」（昭和 52 年医発第 692 号）に規定された

保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づ
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けられている保険医療機関 

(ロ) 当該休日を休診日とする保険医療機関に、又は当該休日を診療日としている保険

医療機関の診療時間以外の時間に、急病等やむを得ない理由により受診した患者

（上記(イ)以外の理由により常態として又は臨時に当該休日を診療日としている保

険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く。） 

ウ 休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例又は夜間・

早朝等加算については、算定しない。 

(20) 深夜加算 

ア 深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合

（やむを得ない事情の場合を除く。）により深夜に診療が開始された場合は算定できな

い。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後 10 時から午前６時までの間をいう。 

イ いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間又は診療態

勢が午後 10 時から午前６時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯

における診療については、深夜加算は算定できない。 

ウ 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。 

(イ) 客観的に深夜における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次

に掲げる保険医療機関を受診した患者 

① 地域医療支援病院 

② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所 

③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治

体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関 

(ロ) 自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、又は自己の表示

する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複

していない深夜に、急病等やむを得ない理由により受診した患者（上記(イ)以外の

理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機

関に受診した患者を除く。） 

エ 深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算、時間外加算の特例又は夜間・

早朝等加算については、算定しない。 

(21) 時間外加算の特例 

ア 当該特例の適用を受ける保険医療機関（以下「時間外特例医療機関」という。）とは、

客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に

掲げる保険医療機関であって、医療法第 30 条の４の規定に基づき都道府県が作成する医

療計画に記載されている救急医療機関をいう。 

① 地域医療支援病院 

② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診療所 

③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番

制に参加している有床診療所又は共同利用型病院 

イ 別に厚生労働大臣が定める時間とは、当該地域において一般の保険医療機関が概ね診

療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間（深夜及び休

日を除く。）とし、その標準は、概ね午前８時前と午後６時以降（土曜日の場合は、午
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った場合に、月１回に限り８点を所定点数に加算する。 

第２節 再診料 

Ａ００１ 再診料 

(１) 再診料は、診療所又は一般病床の病床数が 200床未満の病院において、再診の都度（同一

日において２以上の再診があってもその都度）算定できる。 

(２) 「注１」に規定する情報通信機器を用いた再診については、「Ａ０００」初診料の（２）

の取扱いと同様である。ただし、この場合にあっては外来管理加算は算定できない。 

(３) 「注２」に規定する保険医療機関の取扱いについては、「Ａ０００」初診料の(10)から

(12)までと同様である。 

(４) ２以上の傷病について同時に再診を行った場合の再診料は、当該１日につき１回に限り

算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、患者の意思

に基づき、別の診療科を再診として受診した場合は、現に診療継続中の診療科１つに限り、

「注３」に掲げる所定点数を算定できる。この場合において、「注４」から「注８」まで、

「注 10」から「注 20」までに規定する加算は、算定できない。 

(５) Ａ傷病について診療継続中の患者が、Ｂ傷病に罹り、Ｂ傷病について初診があった場合、

当該初診については、初診料は算定できないが、再診料を算定できる。 

(６) 再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外特例加算及び夜間・早朝等加

算の取扱いは、初診料の場合と同様である。 

(７) 外来管理加算 

ア 外来管理加算は、処置、リハビリテーション等（診療報酬点数のあるものに限る。）

を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。 

イ 外来管理加算を算定するに当たっては、医師は丁寧な問診と詳細な身体診察（視診、

聴診、打診及び触診等）を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認

を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の

疑問や不安を解消するため次の取組を行う。 

[提供される診療内容の事例] 

１ 問診し、患者の訴えを総括する。 

「今日伺ったお話では、『前回処方した薬を飲んで、熱は下がったけれど、

咳が続き、痰の切れが悪い。』ということですね。」 

２ 身体診察によって得られた所見及びその所見に基づく医学的判断等の説明を

行う。 

「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音

も問題ありません。前回に比べて、ずいぶん良くなっていますね。」 

３ これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導を行う。 

「先日の発熱と咳や痰は、ウイルスによる風邪の症状だと考えられますが、

○○さんはタバコを吸っているために、のどの粘膜が過敏で、ちょっとした刺

激で咳が出やすく、痰がなかなか切れなくなっているようです。症状が落ち着

くまで、しばらくの間はタバコを控えて、部屋を十分に加湿し、外出するとき

にはマスクをした方が良いですよ。」 

４ 患者の潜在的な疑問や不安等を汲み取る取組を行う。 
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者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加

算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。 

(20) 「注６」に規定する歯科診療特別対応加算１、歯科診療特別対応加算２又は歯科診療

特別対応加算３を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が１時間を超え

た場合は、30 分又はその端数を増すごとに、100 点を更に所定点数に加算する。 

(21) 「注７」及び「注８」の医科と共通の項目は、医科点数表の第１章第１部第１節Ａ０

００に掲げる初診料の例により算定する。 

(22) 「注９」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算１及び歯科外来診療医療安全対策

加算２は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療

の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準

に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診

療に係る初診を行った場合に加算する。 

(23) 「注 10」に規定する歯科外来診療感染対策加算１及び歯科外来診療感染対策加算３

は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染

対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初

診を行った場合に加算する。 

(24) 「注 10」に規定する歯科外来診療感染対策加算２及び歯科外来診療感染対策加算４

は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る

取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと

して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った

場合に加算する。 

(25) 「注 11」に規定する歯科診療特別対応連携加算は、別に厚生労働大臣が定める施設

基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門に

おいて、歯科診療所である保険医療機関（別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応

連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医

療機関を除く。）で「注６」若しくはＡ００２に掲げる再診料の注４に規定する歯科診

療特別対応加算１を算定した患者又は「注６」若しくはＡ００２に掲げる再診料の「注

４」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算２若しくは歯科診

療特別対応加算３を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定

める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算

を算定した場合に算定する。 

(26) 「注 12」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算は、歯科診療所である保険医療

機関（別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合して

いるものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。）において、別に厚

生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとし

て地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「注６」若しくはＡ００２に掲

げる再診料の注４に規定する歯科診療特別対応加算１を算定した患者又は「注６」若し

くはＡ００２に掲げる再診料の「注４」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科

診療特別対応加算２若しくは歯科診療特別対応加算３を算定した患者について、当該保
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ロ Ｂ０００－４－２に掲げる小児口腔機能管理料の「注５」又はＢ０００－４－３に

掲げる口腔機能管理料の「注５」に規定する患者 

ハ Ｂ００２に掲げる歯科特定疾患療養管理料の（２）のロ及びトに規定する患者 

(３) 「注 12」に規定する情報通信機器を用いた再診については、（２）を除き、「Ａ０

００」初診料の（３）の取扱いと同様である。 

(４) Ａ傷病について診療継続中の患者が、Ｂ傷病に罹り、Ｂ傷病について初診があった場

合は、再診料を算定する。 

(５) 歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同日に２以上の再診を行った場

合の再診料は、１回の算定とする。 

(６) 電話等による再診 

イ 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護

に当たっている者から直接又は間接（電話又はリアルタイムでの画像を介したコミュ

ニケーション（以下「ビデオ通話」という。）による場合を含む。）に、治療上の意

見を求められ必要な指示をした場合は、再診料を算定する。 

ロ 電話又はビデオ通話による再診（聴覚障害者である患者に係る再診に限り、ファク

シミリ又は電子メール等によるものを含む。）は、患者の病状の変化に応じ療養につ

いて歯科医師の指示を受ける必要がある場合であって、当該患者又はその看護に当た

っている者からの歯科医学的な意見の求めに対し治療上必要な適切な指示をした場合

に限り算定する。ただし、電話又はビデオ通話による指示等が、同日における初診又

は再診に附随する一連の行為とみなされる場合、時間おきに病状の報告を受ける内容

のものである場合等は、再診料を算定できない。また、ファクシミリ又は電子メール

等による再診は、再診の求めに速やかに応じた場合に限り算定するものとし、この場

合において、診療録に当該ファクシミリ等の送受信の時刻を記載するとともに、当該

ファクシミリ等の写しを添付する。 

ハ 乳幼児の看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められ指示し

た場合は、乳幼児加算を算定する。 

ニ 時間外加算を算定すべき時間、休日又は深夜に患者又はその看護に当たっている者

から電話等によって治療上の意見を求められ指示した場合は、時間外加算、休日加算

又は深夜加算を算定する。 

(７) その他初診料と共通の項目は、Ａ０００に掲げる初診料と同様であり、医科と共通の

項目は、医科点数表の第１章第１部第２節Ａ００１に掲げる再診料の例により算定する。 

(８) 「注４」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる

状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算１又は歯科診療特別対応加算２を算定した場

合は、当該加算を算定した日の患者の状態（トに該当する患者の場合は病名）を診療録

に記載する。 

イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態 

ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協

力が得られない状態 

ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態 

ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科
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剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量

混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基

礎額に含まない。 

ウ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬

剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。 

エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かり

やすい場所に表示する。 

オ 時間外加算 

(イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、

一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午

前８時前と午後６時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする

保険薬局における当該休業日とする。 

(ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の

態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱い

とはしない。 

(ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴

等に記載する。 

(ニ) 「注４」のただし書に規定する「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、

一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公

共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬

局に限られる。 

(ホ) 「注４」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域

において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開

するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。 

カ 休日加算 

(イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年

法律第 178 号）第３条に規定する休日をいう。なお、１月２日、３日、12 月 29 日、

30 日及び 31 日は休日として取り扱う。 

(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常

態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患

者については算定できない。 

① 地域医療の確保の観点から、 

以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者 

・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番

保険薬局の場合 

・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行

う保険薬局の場合 

② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行ってい

る保険薬局の開局時間以外の時間（深夜を除く。）に、急病等やむを得ない理由によ

り調剤を受けた患者 
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